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２０１９年度 事業計画書 

 

昨年6月12日に内閣府・知財戦略本部から「知的財産推進計画」と、2013年以

来5年ぶりにまとめられた「知的財産戦略ビジョン」が同時に発表されました。

これら発信の中においては「価値デザイン社会」、「デザイン経営」といったキ

ーワードを用いて、「新たな価値を生みだす経営の仕組みをデザインしていくこ

と」の重要性が説かれ、そのためのツールとして「経営デザインシート」が提案

されております。 

また、本年も産業財産権法の改正が種々予定されており、知的財産権に携わる

我々にも少なからず影響が及ぶものと考えられます。 

AI、IoT、ビッグデータなどの新規技術の活用、コト消費、シェアリング等に

より、産業財産権の重要性が益々増してきたともいわれる昨今、ビジネス潮流変

化のスピードに対応していくために、これら新たな仕組みに対応する体制の準備

や導入の検討必要性を感じざるを得ない思いです。地方創生の施策としても、総

論を理解しつつ、実際に産業界でどう展開すべきかの具体論に関し、行政機関に

よる地方・中小企業へのさらなる周知化・啓発のための施策にも期待する一方、

当協会としても、会員の皆様への周知の場を提供する役割をしっかり果たしてい

かなければならない、との思いを強くしております。 

また、当協会の中核事業・役割の1つである「知財教育・知財人材の育成」に

関して、「第9回全国少年少女チャレンジ創造コンテスト」（主催：公益社団法

人発明協会、後援：文部科学省・経済産業省・特許庁・日本弁理士会・他）にお

いて、大阪市森之宮少年少女発明クラブのチーム「ＲＳブラザーズ」が、2年連

続で最高賞受賞を達成しました。昨年度が「文部科学大臣賞」、そして今年度は

「特許庁長官賞」という驚くべき快挙です。本件が、府内の生徒児童を動機づけ

するとともに、青少年創造性育成事業のさらなる発展に結び付くよう事業の推進

に努めてまいります。 

また、2019年度は、独立行政法人工業所有権情報・研修館（INPIT）事業であ

る、「知財総合支援窓口運営業務」の請負の最終年度を迎え、当初の目標である

相談支援件数6千件以上の必達は言うに及ばず、その支援内容でも、他都府県を

圧倒し、在阪の中小企業等が抱える知的財産に関わる悩みや課題をワンストップ

で解決し、相談者に喜ばれ、産業の進展から、地域経済の発展にもつながるよう

な、良質な企業の育成支援にも力を注いでまいります。 

上記活動を含め、当協会は地域社会に対して、各種青少年創造性育成事業、知

的財産権制度普及のためのセミナーの実践、「知財総合支援窓口事業」の運営な

ど、多元的な対象者に対して、多角的なアプローチで、「知財の重要性の認識と

実践」に関しての伝道師としての務めを果たしてまいります。 

一方、協会が組織として安定して存続するためには、会員数減少を抑制し、さ

らに増員することが喫緊の課題であります。大阪府内には、大阪発明協会の存在
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すら認識していない企業も少なくないと言われている中、協会の会員メリットを

広く訴求し、当協会の良さを理解していただき、新規会員の入会につなげていく

方策を考えてまいります。 

2018 年 12 月、大阪工業大学で開催された「知財学会シンポジウム」では「中

小企業に役立つ知的財産・知的資産の活用方法」という企画セッションで上野山

会長がモデレータを務めました。このような機会をとらえ、積極的にアプローチ

し、大阪の知財界に「大阪発明協会あり」という認識を強めるための努力を続け

てまいります。 

以上のような当協会を取り巻く状況や時代のニーズに対応し、ＩＮＰＩＴ－Ｋ

ＡＮＳＡＩをはじめとした、関係官庁・関係諸団体・諸大学との連携のもと、発

明の奨励振興や青少年の創造性育成、知的財産専門人材の育成、知的財産権制度

の普及啓発を図り、新産業の創出、新技術開発の支援等、地域の活性化に向けた

諸事業を推進するという当協会のミッション遂行のために、本年度事業の重点を

次の通りといたします。 

 

１．  国や地方自治体、公的機関等との連携のもと、発明表彰事業をはじめと

した発明奨励振興事業の啓発活動を推進する。特に大阪発明協会の会員

メリットとして、地方、全国へと続く発明表彰のステッピングストーン

となり、また、技術者・開発者へのモチベータとしても活用できる、大

阪優秀発明表彰事業を広く周知させ、さらなる活性化を目指す。 

２．  少年少女発明クラブの活動や発明くふう展等の青少年の創造性育成事

業を通じて、若年層における知的財産教育活動を、積極的に支援、推進

する。特に、発明クラブの活性化のための関係機関との協業、空白地帯

へのアプローチなどの新企画を検討、推進する。 

３．  国や地方自治体、公的機関等と知的財産権制度普及事業での連携を図り、

各種セミナーや巡回特許庁などのイベントを通し、各種制度の普及・啓

発活動を推進する。また産業財産権法改正に関する情報や「経営デザイ

ンシート」への取組みを意識した、セミナー、ワークショップを企画し、

会員への周知化を促進する。 

４．  会員にとって有益な自主事業を積極的に展開し、会員サービスの向上に

一層努めることで、協会活動への積極的な参加を誘い、また、未加入の

企業・個人に対し、協会の良さを訴求することにより、新規入会を促し、

会員の増強及び組織基盤の強化に努める。 

５．  独立行政法人工業所有権情報・研修館の平成３０～３１年度知財総合支

援窓口運営業務を請け負い、本事業のさらに広範な周知に努めるととも

に、知的財産に関する悩みや課題を抱える中小企業等を支援することに

より、地域の産業発展に貢献する。よろず支援拠点、大阪府・市など関
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係行政機関、商工会議所、日本弁理士会関西会、金融機関等、多角的に

連携を図り、有機的な支援を提供することに努める。相談支援件数とい

う「量」だけでなく、その支援内容、相談者のその後の発展などの「質」

の面も重要視した、支援を強化する。 

 

（１）発明奨励振興事業 

 

①  大阪優秀発明表彰 

協会会員に対し、協会会員のメリットの一つでもあり、地方・全国の発明表

彰へのステッピングストーンになることを周知するとともに、非会員には会員

メリットとして訴求する。 

(A)大阪優秀発明大賞 

大阪府内で、優秀な発明をし、科学技術の確立に寄与する功績を残された

方々を表彰する。 

（B）大阪チャレンジ発明賞 

優秀な発明をして、科学技術の進歩発展に寄与した、大阪府内の中堅・中

小企業所属の発明者を表彰する。 

 

②近畿地方発明表彰（発明協会連携事業） 

近畿地方における優秀な特許・実用新案・意匠を完成された方々、発明等の

実施化に尽力された方々、また、発明等の指導・奨励・育成に多大の貢献をさ

れた方々を推薦し、表彰する。 

 

③全国発明表彰（発明協会連携事業） 

皇室の発明奨励に対する特別の思召により毎年御下賜金を拝受し、その御趣

旨に添うため、とくに功績顕著な発明者に恩賜発明賞を贈呈し、併せて優れた

発明の完成者、その実施者および発明奨励に関する功労者を表彰するために、

候補者を推薦する。 

 

④叙勲、褒章等への推薦（発明協会連携事業） 

科学技術の振興と発明の奨励、創意の昂揚に貢献した方々を顕彰するために、

候補者を推薦する。 

・ 叙勲／褒章 (黄綬、紫綬、藍綬、紺綬) 

・ 文部科学大臣表彰 (科学技術賞、若手科学者賞、創意工夫功労者賞) 

・ 経済産業大臣表彰、特許庁長官表彰 

 

⑤大阪府知事表彰への推薦 

地域産業の発展と社会文化・生活の向上に貢献した功労者・発明者等を顕
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彰するために、候補者を推薦する。これらが次の褒章へつながるステッピン

グストーンとなることも周知する。 

・発明実施功労者、発明功績者、新技術開発功労者、技術改善功労者表彰 

 

（２）  青少年創造性開発育成事業 

 

①大阪府生徒児童発明くふう展 

次代を担う生徒児童が発明に取り組み、創意工夫を凝らすことにより科学技

術に対する関心を高めることを目的として大阪府下の小・中・高等学校の生

徒・児童を対象に、毎日新聞社との共催により開催する。 

 

②全国少年少女チャレンジ創造コンテスト大阪大会 

  大阪府の少年少女に、ものづくりの楽しさ、チームワークの大切さを体験さ

せ、柔軟なアイデアや、豊かな発想力を引き出し、課題に対する問題解決能力

を高め、自ら考え行動するチャレンジ精神を育成することを目的として、「全

国少年少女チャレンジ創造コンテスト大阪大会」を開催し、成績優秀者を顕彰

し、全国大会へ推薦する。 

 

③少年少女発明クラブ 

  大阪府内における交野市・東大阪市・大阪市森之宮・大阪市日本橋・大阪市

生野の各少年少女発明クラブ活動を支援する。府内で少年少女クラブの空白地

に、新クラブの設立をはたらきかける。 

 

④（公社）発明協会主催展覧会への推薦（発明協会連携事業） 

   （公社）発明協会が主催する各種展覧会に対して候補者を募集し、推薦する。 

   ・全日本学生児童発明くふう展 

   ・未来の科学の夢絵画展 

  

⑤知財創造教育地域コンソーシアムへの参画 

  本コンソーシアムは、発達段階に応じた系統的な「知財創造教育」のあり方

を研究し、政府の学習指導要領へ組み込むことで、教育現場への導入を推進す

ることを目的とする。「知財創造教育」に関与する産官学金の各セクターにお

いても意義やメリットが生じるものとするとともに、本地域の優れた取り組み

紹介やプレイヤーによる発信を検討するため、本コンソーシアム会議に参画す

る。特に、発明推進協会や大学などとの連携を強化する。 
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（３）知的財産権制度普及事業 

 

①  大阪発明協会知的財産セミナーの開催 

一般社団法人発明推進協会及び近県の地域発明協会、知的財産関連団体との

連携を図り、受講者の要望・レベルに応じた知的財産権に関する基礎・専門知

識ならびにその実務の習得などを目的とし、知的財産権に関するセミナー・ワ

ークショップを定期的かつ継続的に開催し、知的財産専門人材の育成に努める。

本年度は特に、グローバルな知財戦略を意識したセミナー、ワークショップ等

のほか、産業財産権法の改正情報提供や「経営デザインシート」への取り組み

を意識したセミナーなども企画し、開催する。 

 

②  特許庁主催説明会への実施協力（特許庁委託事業・発明推進協会連携事業） 

特許庁主催の知的財産権制度説明会等への実施協力を必要に応じ行う。３１

年度の開催予定は、初心者向け３回。 

 

 

（４）知財総合支援窓口運営業務の実施 

（独立行政法人工業所有権情報・研修館請負事業） 

 

知的財産を活用しきれていない中小企業等の知的財産マインドの高揚を図る

ため、大阪発明協会を窓口として「知財総合支援窓口」を設置、専門の人材を

配置し、中小企業等が抱える知的財産権に関する悩みや課題をワンストップで

解決する支援を行うとともに、中小企業等が企業経営の中でノウハウも含めた

知的財産活動を円滑に推進できる体制を整備し、アイデア段階から事業展開ま

での一貫した支援を行う。 

これによって、より多くの中小企業等の知的財産活用・事業化促進につなが

り、地域の活性化、ひいては我が国産業の国際競争力の強化を図ることを目的

として、知財総合支援窓口運営業務を請け負い、実施する。 

 

（主な支援） 

Ⅰ．窓口においてその場で適切な解決方策を判断・遂行する支援 

  Ⅱ．適切な知財専門家を活用して共同で行う支援 

Ⅲ．中小企業等に直接訪問する支援 

  

  また、中小企業等の知財啓発の一環として、理解増進活動にかかる普及啓発

講座「知的財産権出願実践セミナー」など知財入門知識レベルの企画を推進す

る。 
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（５）一般事業 

 

①  会員交流会の開催 

 会員の参考となるような実務上の得難い情報が無料で得られる機会を提供

することを目的として、会員有志が集って、１つのテーマに関して活発な情報

交換を行う会員交流会を開催する。本年度は、第６期（２年ターム）をスター

トする。 

 

②  会員向け無料セミナー・企業見学会＆講演会の開催 

会員の知識向上と会員同士の親睦の機会を提供することを目的として、会員

向け無料セミナー及び企業見学会・講演会を開催する。 

 

③  新年交歓会の開催 

 新年交歓会を開催して、会員相互の親睦を図ると共に、組織の強化に資する。 

 

④会員向け勉強会の開催 

会員を対象に、お互いに議論しあい学びあうことにより、知財に関する知識

を深めることを目的とした勉強会を開催する。 

◆意匠＆商標道場２０１９（計４回） 

◆新興国知財研究会（計４回）予定 

 

⑤ホームページ、メールサービス等による情報提供 

 ホームページを質量共に充実させ、「見られるホームページ」の実現を図る

とともに、メールサービス等各種情報発信媒体を利用し、協会事業を広く一般

に周知することで、新規会員の獲得に資する。ＳＮＳを利用した情報発信も企

画検討する。 

 

⑥機関誌の発行 

大阪発明協会の月刊機関誌「企業と発明Lite」を発行し、知的財産権に関す

る最新情報及び参考資料等を迅速に掲載するなど、内容を充実させることによ

り、会員が最新の知財関連情報に触れる機会を提供する。また、関連団体から

の寄稿記事を充実させるなど、会員相互間の情報共有ツールとしても活用する。 

 

 

（６）特許情報サービス事業 

特許情報の有用性の認知と利用促進を図り、中小・ベンチャー企業等の知財

経営に資するために、特許情報の普及啓発活動を推進する。 

 

①  特許公報類、出願書類（包袋書類）等の複写サービス 
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内外国公報類のほか、原簿謄本、出願書類（包袋書類）、知的財産権関係文

献等の複写を迅速に提供するサービスを実施する。提供する方法はユーザーの

要望に応じ、電子納品（ＰＤＦ納品）にも対応するなど、サービスの質的向上

に努める。 

 

②  特許印紙制度の普及と印紙の販売 

   知的財産権制度普及と並行して、会員企業に対する便宜を提供するため、特

許印紙の販売、納付代行・予納代行を行う。 

 

③  知的財産権関係図書の販売（発明推進協会連携事業） 

   知的財産権情報提供の一環として、発明推進協会発行の刊行物の販売を行う。 

 

④発明推進協会事業との連携・実施協力 

   一般社団法人発明推進協会が提供する知的財産ワンストップサービス（先行

技術調査・パテントマップ作成・オーダーメイド研修・専門家派遣サービス等）

や、公開技報・判決速報等Ｗｅｂサービス等のＰＲ及び普及に努める。 

 

 

（７）ワーキンググループ活動 

 本年度より、各種ワーキンググループ活動に担当理事を置かせていただき、各

活動のさらなる活性化を図る。 

 ① 活性化ワーキンググループ 

   会員向けサービスの企画・運営を行う 

◆会員交流会運営、アドバイザー派遣などのサポート 

◆企業見学会＆講演会企画・運営 

 

②  経営対策ワーキンググループ 

   重要経営課題の検討、対策立案を行う 

 

以 上 



（単位：千円）

科　目 予　算　額 前年度予算 増　減 備　考

Ⅰ　事業活動収支の部

１． 事業活動収入

（１）   会費収入 25,104 25,340 ▲ 236 会員数微減

（２）   事業収入 91,480 88,470 3,010

①    発明奨励振興事業収入 1,050 1,050 発明推進協会助成金

②    知的財産権制度普及事業収入 4,735 4,910 ▲ 175
セミナー　▲12万円
初心者　▲5万円

③    INPIT請負支援窓口事業収入 73,884 74,000 ▲ 116

④    一般事業収入 639 810 ▲ 171 広告収入減　▲15万円

⑤    特許情報サービス事業収入 11,172 7,700 3,472 複写　＋200万円、印紙販売増　＋40万円

刊行物　＋50万円

（３）　その他事業収入 24 24

（４）   寄付金・協賛金収入

（５）   雑収入

①    受取利息

②    雑収入

事業活動収入合計 116,608 113,810 2,798

　２．事業活動支出

（１）　事業費支出 86,290 81,150 5,140

①    発明奨励振興事業支出 500 400 100 大阪優秀発明表彰増加　＋10万円

②    青少年創造性開発育成事業支出 1,469 1,450 19

③    知的財産権制度普及事業支出 4,220 2,550 1,670 印刷機リース代＋消耗品　＋150万円

④    INPIT請負支援窓口事業支出 69,082 66,600 2,482 相談員活動活発化

⑤    一般事業支出 3,117 3,650 ▲ 533 機関誌等、会員サービス

⑥    特許情報サービス事業支出 7,702 6,000 1,702 複写サービス　+100万円

⑦    その他事業支出 200 500 ▲ 300 協会経営課題検討活動

（２）　管理費支出 29,537 32,000 ▲ 2,463

①    人件費支出 19,890 21,000 ▲ 1,110 職員交代

②    事務費支出 8,579 10,000 ▲ 1,421 複写機コスト転換

③    その他支出 1,068 1,000 68 退職金引き当て

事業活動支出合計 115,827 113,150 2,677

事業活動収支差額 781 660 121

Ⅱ　投資活動収支の部

　１．投資活動収入 280 280

　（１）寄付金取崩収入 280 280

　２．投資活動支出

　（１）固定資産支出

投資活動収支差額 280 280

当期収支差額 1,061 940 121

次期繰越収支差額 57,475 56,414 1,061

収　支　予　算　書

２０１９年４月１日から２０２０年３月３１日まで

８


